
【誤認防止】情報の誤りはございませんか？

本件は ポータルサイト広告適正化部会（ ※ ）が統一テーマにて発信しております。

＜同部会参加会社＞ アットホーム株式会社、株式会社ＣＨＩＮＴＡＩ、

株式会社ＬＩＦＵＬＬ、 株式会社リクルート住まいカンパニー

※ポータルサイト広告適正化部会については、下記URLよりご確認いただけます。

https://www.sfkoutori.or.jp/portal_bukai/

エンドユーザーは不動産会社様に正確な物件情報の提供を求めています。

物件の登録や更新の際には表記ルールを守り、特に以下の点に注意しながら

正しい情報をお届けするようにしましょう。

誤認につながらないよう正しい情報登録をお願いします！

＊バストイレ別 ：ユニットバスはバストイレ別と表記できません

＊専有面積 ：ロフト部分を含めてはいけません
小数点以下を切り上げてはいけません

＊徒歩分数 ：道路距離80ｍ＝1分として正しく登録して下さい

＊新築 ：築1年未満かつ未入居の時のみ表記可能です

＊定期借家 ：定期借家であればその旨と期間等必要事項を記載下さい

＊設備 ：実際に備わっているものかをご確認下さい

＊償却金 ：償却金がある場合は記載漏れのないようにお願いします

＊敷金積増 ：ペット飼育等で割増となる場合はその旨と額を記載下さい

＊間取タイプ ：納戸を１部屋と数えてはいけません
（３LDK+納戸を「４LDK」と表示）

！！間違えやすい項目！！


